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「↓ヽ0!うと横勤講をモ「る」方'|をj時置
9/2～ 3、 第13固定期大会

愛知県労働組合総連合は、9/2～ 3

第 13回定期大会を開催 ヒノ、 「いのちと

健康を守るとりくみ」の方針を決定しま

したのでご紹介します。

いのちと健康を守ると'くみ

愛労連いのちと健康を守る対策委員会
'

を軸に、麦知働くものの健康センターと

共同し、次の方針を基本の活動を展開し

ます。

①労働安全衛生法に基づき、労働者の

権利 とともに事業主の責任として労働

安全衛生委員会を確立することを基本と

します。

②職場での 「いのちと健康を守るとり

くみ」を各職場で、方針 としてかかげ

ます。そして活動を推進するために各

単産と地域労連は担当者を配置します。

③労働実態 。健康調査などの実施や

安全週間 ・衛生週間のとりくみや拭勧

規制にむけたとりくみをすすめます。

④過労死家族の会や過労夕ほ弁護団、

関係する地域労連とともに過労死認定闘

争への支援を行ないます。

O愛 知働くものの健康センターヘの

加入 。結集をつよめます。

[愛知働くものの健康センター]

第1回理事会「年間計画」を決定
9/7,労 働会館本館 ・事務所

第 5期 の第 1回 理事会が、9/7労 働

会館本館 。健康センター事務所で開催

されました。

新理事の自己紹介の後、佐々木事務局

長から、報告と提案があり活発な意見の

もと審議がされました。       ‐

確認された内容はつぎのとおりです。

① 総会後、確認された理事は、駒田

富枝 (自治労連)、 鈴木利往 (職場の

健康研 ・名高教)、 原田弘
一

(郵産労)

建設
一
般は未定で 計 23名 です。

② 中 原副理事長の愛労連顧問退任に伴

うセンターでの役割と行動費については

ニユースの編集発行と常駐体制を提案通

り確認されました。

③第 5回 労働安全衛生学習交流集会を

愛労連と共催し、 100名 規模で大山館で

開催します。

構成団体は、複数の参加を基本にして

100名 をこえるとりくみをすることで

確認しました。

④第5期の 「年間計画」は提案通り決定

されました。

(日程)11/9(本 )pm6:30第2回理事会
11/28(火)pm8:30ユース100記念の集い

10/14～15 第 5回労働安全衛生交流会



[名古屋過労死を考文,る家族の会]

傍聴で支援をお願いします

名古屋地裁 11「 (1101考 法廷)
米Fl程が変更される場合もありますので

お確かめの上、お出かけください。

9/251月 )pm3:00～ 4:99 渡 辺 (光)
9/27(本 】劉10:00～    新 井さん

(弁論再開)
p晩1:10～   鈴 木 (俊)

(結審予定)
9/28(金 'pml:00～     植 松さん

(やJ決)
10/4(水 )pml:30～ 3:00  北 [Jさん

1げ13(金 )pmi:30～ 8:00  遠 藤さん

10/23(月 )pm3:38～ 4:03 渡 辺 (光),
10/27(金 )pml:30～ 2:10  永 須さん
961/18(本

)imloi30～ 12:0辱森 下さん

(岐争地裁3「)

私再の運動と署名にご輸旅だれl
F森下労及i事件会fL裁判要請署名』
『鈴本縫雄過労死裁判

公止播岬を求める署名』
『鈴木寵雄j出労身ヒ

労災認定を求める署名』

米

米

i催 :受知i期くものの健康センター

第5回 労働安全衛生活動学習交流集会
10/14(上}～ 15(日 )、 「大山館」

今回て第あ回の交流集会になりますが
r職場での労働安全衛生活動」を具体的

にどのように進められているか実践した

報告をしてもらい、それをもとに経験交

流をイ予ない、おたがいに学びあうことに

します。

労女担当役長と職場の安全衛生委員の

方は、積極的に参加をお願い致します。

[開 催 要 項 ]

(名部)

第5日 労働安全衛生活動幸督交流集会

(田爵寺)  々
10月 上4と1(1_)イトイ麦2U寺より

15晴 (日) 正 午 ま で

〔場所)

人とli市「大:lJ監」

(名鉄大山線 「大山遊園」下車)

(参加費)

宜泊 ・資料費  13.000円 _

(当日、会場受付でお受けします)

(申込み)
10月 6日 (金)ま でに参加者の氏名

所届名をTEIち・FAXで 事務局に申込み

ください。  ″

《基調講演》
『21世紀にお1/Pjつて働くものの

いのちと健康を守る』
‐労働者 ・労働組合と安全衛生活動二

誌Btt Ll_l田信也 (センター理1事長)

《基調報告》
『愛労連の夢とロマンを語る』
=い のちと健康を守るローカルセンター

報告 Fal部構六 (愛労連事務局長)



企画本教職員紐合書記次長三栄国康氏

(愛高教出身)が 執筆された 「学校にも

労働安全衛生法の適用をJの 小論文が、

5/29付 「赤旗」討と論特集版に掲!載されて

います。

学校の労働安全衛生活動の指針として

ご紹介します。

(NO.96か らのつづきです。)

学校保健法と

労働安全衛生法の違い

「健康診断項目が学保法と労安法と

ほぼ同じだから」といって、二つの法の

違いをあいまいにして、混同させてきた

文部行政の無責任ぶりはあきらかです。

ところで、その健康診断の項目につい

て立ち入つてみていくと、重要な問題点

、が現われます。

学保法による項目には、 「自覚症状」

と 「他覚症状Jが ありません。

労安法にはt「 医師による健康診断」

で 「白覚症状」と 「他覚症状」がありま

す。

教職員は、その仕事の性格から、神経

や精神に大きな負荷を背負って疲労し、

ス トレスを過重に蓄積 していることを

医学があきらかにしています。  ,

いじめの問題の解決のために、勤務

時間を大 きくこえて、子どもや親との

対話を何国も続けて疲れ切っていたり、

電度 ・登複障者の子どもの介護で養護学

校に疲労性腰痛が蔓廼していても、血液

検査や心電図、眼の検査、レントゲンに

それが現われるものではありません。 /

/ で すから、伸!度化された健康診断で、

専門的な見識をもった医師に自覚症状を

訴えることができず、他覚症状を見て

もらえない学校があることはきわめて

重大な問題です。

これまでの文部省の責任は重大

「事業者の責任」を定めていない学保法

の 「教臓員健康管理」は、健康が悪化す

るのはその教職員自身に責任があるとす

る 「健康管理自己責任」論にそのまま

つなんゞります。

この考え方であれば、仕事が原因で

表薦にかかったり障害をうけても、事業

者 (教育委員会や校長)に は責任がない

から、労働条件 ・労働のあり方などは、

改善する必要はなく、なにも対策を誰じ

なくてもよいというラ懃星な糸吉論に至 りま

す 。

「事業者の責任」を負う行政の大元締で

あ り、予算措置などによって事業者を

支えなければならない立場にある文部省

が、 「健康管理自己責任」論のうえにあ

ぐらをかいているような実態は、直ちに

改めさせなければなりません。

高崎質問によって、文部省は教育委員

会に労安法を徹底すると約束しました

が、ここに至るまで文部行政が 「立ち遅

れ」たために生じた数Lノれない仕事関連

疾病による在職死や流産、現に進行して

いる教職員の健康破壊の累積にたいして

文部省が責任をあきらかにし、 「立ち遅

れJを とりもどす施策をたてるまでに至

っていません。

(NO.98に つづく)
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働くもののパンフレット

無iっておきたい 。シリーズ5

働くものの生命と健康を守るために

編集 ・全国労働組合総連合 (金労連)

発行 。 (株)ア キコ企18J

定価 。 250円

日次 はじめに

I,健 康を考える

(1)自分でできる過労成チェック

【2)f土事でおきる過度のストレスと

4豊性疲労

(1)ひとごとでない過労死

(→過度の 「疲労とストレス」から

どう健康を守るか

車ぅいのちと健康を守るために

(1)労働者の権利と使用者の義務

(2〕職場での安全衛生点検

(3)長時間労働と深夜労働の規制

(0快 通な職場環境と労働条件の改善

を日指して

①快通な職場環境をつくろう

②腰痛予防対策指針について

③VDT,鍛 十について

(5)エイズをはじめとする弱者対策

皿.労 災認定と補償をかちとるために

(1)労災保険と労働者の権和1  )

僣)労 災認定と補償の問題

伸)労 災認定をめぐる裁判闘争

lVi労 働組合の活動と役割

(1)最f氏基準をこえる権和1の確立を

セ)労 働者の立場でしか解決できない

米舟こFlj夢至F程野率営ダト

ドi治体労働者の労働安全衛生読本

いのちと健康を守る

空田の都道府県、市町村職場でおきて

いる過労死を公務災者として認定させる

溝動や、安全衛生活動のすすめかた、

現行認定基準の問題点などを明らかにし

ています。ぜひご一
読を !

定価 2580円・発行 学習の友社
辛 * *ネ 辛 率 求 *米 辛 * *者 率 *辛

いのちとと健康を守るために

働くものの安全衛生活動   、

定価1000門・発行学習の友社
* *率 * * * *米 ネ *米 * * * *辛

X 職場の安全衛生活動に活用を1

健康センターで樋i行しています。

TEL・FAX 888-6966


